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令状事務処蝿0)全般的注意事項

令状請求受理までの睾前準備

令状請求の受理

令状請求書の点検

被疑者の特定

令状の有効期間

令状の草稿の準備及び点検

裁判官への提出

発付時の手続

令状請求却下の場合， 令状請求撤佃の場合

伯-効期間切れ令状の返還， 令状更新

引致場所の変更請求

(）

1

2

C， 一般的な令状

第1 通常逮捕状

逮捕状（通常逮捕）請求書と令状

（写真を利用した場合）

第2 緊急逮捕状

逮捕状（緊急逮捕）請求書と令状

引致前に緊急逮捕状の請求があった場合

第3 捜索差押許口I状などについて

捜索差押許口I状請求書と令状

差押許可状請求書と令状

検証許可状請求書と令状

第4 身体検査令状

身体検査令状請求書と令状

第5 鑑定処分許可状

鑑定処分許可状請求書と令状

Ⅱ

Ⅲ特殊な事例に関する令状

第1 強制採尿

第2 強制採血と毛髪の強制採取

【参考】 1 血中アルコール濃度測定のため

【参考】 2 血液型･DNA堀検杳のため

【参考】 3 毛髪の強制採取

第3 脱税事件の臨検捜索差押許ロI状の請求

第4 強制退去のための臨検・捜索・押収許向I状の請求

第5 引致状

第6 記録命令付差押許可状

第7 リモートアクセスによる複写の処分の令状

Cノ

(行政雑事件）

Ⅳ鯖求書に基づく配録の点検

第1 覚せい剤取締法違反（使用）の逮捕状請求

第2 あへん法違反（使用） の逮捕状請求

第3 窃盗の（空き巣） の逮捕状請求

第4 詐欺（取り込み詐欺） の逮捕状請求

第5 傷害（けんか） の逮捕状請求

第6 覚せい剤取締法違反（所持） における捜索差押許口I状請求
第7 詐欺（振り込め詐欺） における通話明細の差押許可状請求

第8 ひき逃げ死亡事件における司法解剖のための鑑定処分許可状請求
第9 変死体を司法解剖するための鑑定処分許可状請求



記録命令Ⅲ－6

第6記録命令付差押許可状

平成24年6月22日施行された新しい令状である“通常の差押許可状がこれに変わる

という趣旨ではなく，新しい種類の令状である．

1 記録命令付差押許可状の請求（請求書記載例参照）

(I) 記録命令付差押えとは、電磁的記録の保管者等をして，必要な電磁的記録を記録媒

体に記録又は印刷させた上で， その記録媒体を差し押さえるという強制処分*IL:

（2） 請求権者は，検察官，検察事務官又は司法警察員（法21 81V) ,特別司紘警察職

員（法19()）である．

※両I法警察員＝公安委員会の指定を受けた警部以上の者に限られない〆 [訓法巡査は含まれ

ない〃

Cう
Z記録命令付差押えの要件

通常の差押えと同様に，犯罪の嫌疑や関連性が要求されるほか，犯罪捜杏のために必

要があることが要件とされる （法2 1 81 ) "

S令状の準備，作成（令状記載例参照）

記録命令付鶉押許可状請求書の記載を点検した_fで, I記録命令付差押許可状」の定靭

用紙に，被疑者の氏名，罪名 （被疑事件名） ， 記録させ又は印刷させるべき電磁的記録，

電磁的記録を記録させ又は印刷させるべき者，有効期間，発付年月日，発付裁判所，裁判

官名， 請求者の宮公職氏名を記載する。

（1） 配録させ又は印刷させるべき電磁的配録

ア令状請求書に記載された「記録させ又は印刷させるべき電磁的記録」が捜査にi必

要な電磁的記録」であるかを審査する．

イ 記載例は，執務資料*2に「電子メールの通信履歴等の場合」 , IWebサイ｜､の更

新履歴の場合」 , I電話の通ｲ言履歴の場合， その他｜が登載されている。

（2） 電磁的記録を記録させ又は印刷させるぺき者

ア令状請求書に記載された「電磁的記録を記録させ又は印刷させるべき者」が「電磁

的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者」 （法2 1 8 1 , 9

9の2）であるかを審査する

イ通常は，その令状を請求するに当たり，事前に捜査機閼が先方と打合せをし， その

中で調薬させると思われる二

（3） その他

記録命令付差押許可状請求書は，簡裁は（る） ，地裁は（む）の符号で令状請求事

件簿で立件する。なお，令状請求事件簿に記載する 「令状種別」については， 「記差」

と記載する．

C〕

*1 電磁的記録の保管者等が記録命令に従わない場合の罰則は規定されておらず，実際に従わな｛ナれぱ証拠収集
の目的を達することはできないことから，協力的な者に対して行うことを想定してし､る

*2 平成24年4月噺たな令状事務の取扱いに関する執務資料（電磁的記録の証拠収集方法の整備に伴うも
の） 』最高裁判所事務総局刑事局



当直用チェック票（記録命令付差押許可状請求書） 作
成
時
ロ
ロ

受
付
時
ロ
ロ
１
２

受付日付は正しいか~

庁別は選択したか．

1

2

原本，勝本に

・ 3 時刻は記入したか。

・ 4 事件番号，事件符号は記入したか．

。 5 担当者は押印したか．

・6 原本，謄本は照合したか。

b ロ
ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ
ロ

３
４
５
６

記録命令付差押許可状請求書

7口口7 請求日付は正しいか。
平成○○年○○月○○円

｢地方」 「箙易」の押し間違いはないか。 8□□8 ゴム印の押し忘れ‘

名古屋○○裁判所
－－－裁判官殿

③愛知県○○警察署
司法瞥察員○○○○○ （

卜記被疑者に対する○○○○被疑零件につき， 記録命令付差押許可状の発付を請求する。
9罪名は犯罪事実と相違はないか（特別刑法犯の場合は罰条の記載が必要） 。

記

C)
9口ロ

被疑昔の氏名
○○○○

昭和○○年○○月○○1I生（○○歳）

） qq

P

Id

ロ
ロ

ロ
ロ
０
１

I() 身柄関係書類等があれば確認する。

l 1 年齢計算に誤りはないか。

（氏名がわからない場合は「不詳」と記載される。年齢の記載は慣例）

記録させ又は印刷させるべき電磁的記録

12 記載は必須（引用された別紙はあるか。 ）

り
全

12口□

3 電磁的記録を記録させ又は印刷させるべき者

13記載は必須（引用された別紙はあるか． ）

13ロロ

刑を超える有効期間を必要とするときは， その期間及び事由

14記載する事項がないときは， 斜線を引き押印又は「なし」と記載する。
（記載の必要があるときは別紙引用も少なくない。引用された別紙はあるか． ）

14口｜■I７』

C)

日出前又は日没後に行う必要があるときは， その旨及び事由

15記載する事項がないときは‘斜線を引き押印又は「なし」と記載する。

（記載の必要があるときは別紙引用も少なくない引用された別紙はあるか

5

15□｜■

）

6 犯罪事実の要旨

16口□16記載は必須（引用された別紙はあるか。 ）

（引用別紙で更に別紙を引用している場合も少なくない。 ）



当直用チェック票（記録命令付差押爵可状） 交
付
時

作
成
時

15引用された別紙各葉との裁判官契印はあるか， 15 ［］

垂…諸王己…句ご ” 〆 引い ､一一二P諺廠畢語¥…蔀＝…毎A F電一睡＝函一＝血両一

記録命令付差押許可状

｜ロロ1 表記文字は正しいか

○○○○被疑者の氏箔

被疑者に対する
○○○○

2 罪名は正しいか（特別刑法犯の場合は罰条の記載が必要） 。 2口□

被疑幾件
について， 卜記のとおり記録命令|､|震押えをすることを許叩する『

‐__一一：

C，
3□□記録させ又は印刷さ

せるべき電磁的記録

3 記載は必須（引用された別紙はあるか。 ） 。

（引用した別紙の付け忘れ取り違えに注意）

4 記載は必須（引用された別紙はあるか。 ） 。

（引用した別紙の付け忘れ取り違えに注意） 4口ロ電磁的記録を記録させ
又は印刷させるべき音

平成○○年○○月○○日 まで 5期間計算は正しいか。有 効 期 間 5口ロ

有効期間経過後は， この令状により記録命令付差押えに着手することができない。
この場合には， これを当裁判所に返還しなければならない。
有効期間内であっても， 記録命令付差押えの必要がなくなったときは，直ちに二れを当裁
判所に返還しなければならない。

6 今日の日付は正しいか

平成○○年○○月○○日 ト

7庁名印は正しいか。

（庁結） 名古屋○○裁，
1

裁判官 |l

ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ

６
旧
７

Cノ 10庁印は正しいか。

'○ ○
8pp

11 ロ8裁判官の記名印は正しいか， 11 裁判官の押印はあるか

愛知県○○警察署

司法警察員○○

９
○
請求書からの転記は正しいか

○○○

－~ 4口 , 汀 ﾛ■－，－－同圃､ ‘一"r毒＝巳--坐-－－－．_ 弓 ､ ‐､-- .. . -、

9口ロ
請求者の官公職氏名

卸この令状は夜間でも執行することができ

12口ロ

13 □

14 ロ

12 夜閣執行の請求はあるか。

13 裁判官の押印はあるか。

14 『記録命令jのみに夜間執行を許可した場合， 「この令状の

令については， 夜間でも執行することができる。 」 と記載して

判官の押印はあるか。

うち記録命

いるか。裁

画Iそ△
"二..J＝

〕
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第フ リモートアクセスによる複写の処分の令状

平成24年6月22H施ｲ丁された新しい令状で方)る。差押許可状，捜索差押許可状の新

様式である．

1 リモートアクセスによる複写の処分が含まれる令状許可状の請求(請求書記載

例参照）

（1） リモートアクセスによる複写の処分とは，電了･計算機に対する差押えを行う場合に，

その電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体に保管されている電磁IIl9記録

を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写して乗し押さえることである*lc

（2） 請求権打･は，検察'高，，検察事務官又は司法警察員（法2 18Ⅳ） ，特別司法警察職

員（法1 9()）である。

※司法警察員＝公安委員会の指定を受けた警部以l〃)者に限られない。司法巡査は含まれ

ない。
Cう

2 リモートアクセスによる複写の処分の要件

（1） まず，電子計算機自体の差押えを許可できること、通常の差押えとI司様に，犯罪の嫌

疑や関連性が要求されるほか，犯罪捜査のために必要があることが要件とされる（法2

181 ） 。

（2） 次に，当該記録媒体が差押対象物である電子計算機と電気通信回線で接続している蓋

然性があること，収集目的である電磁的記録が当該記録媒体に保管されている蓋然性が

あること，当該記録媒体が差押対象物である電子計算機で作成若しくは変更をした電磁

的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている

電磁的記録を保管するために使用されている蓋然性があることが要求される。

3令状の準備，作成（令状記載例参照）

捜索差押許可状又は差押許可状請求書の記載を点検した■士で, i差し押さえるべき電子

計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって，その電磁的記録を複写すべきも

のの範囲」の欄がある定型用紙に，被疑者の氏名，罪名（被疑事件名） ，差し押さえるべ

き物， （捜索すべき場所，身体又は物） ，差し押さえるべき電子計算機に電気通信凹線で

接続している記録媒体であって，その電磁的記録を複写すべきものの範囲，有効期間，発

付年月日， 発付裁判所，裁判官名，請求者の官公職氏名を記載する。

（1） 差し押さえるぺき電子計算機に電気通信回線で接続している配録媒体であって， そ

の電磁的記録を複写すべきものの範囲

ア令状請求書に記載された｜複写すべきものの範囲」が複写処分の対象として特定さ

れているかを審査する『

イ記載例は，執務資料*2に「電子メール(Webメールによるもの）の場合」 ， 「リ

モートストレージサービスの場合」 , ILAN接続の場合」が登載されている。

Cノ

*l その電子計算機で，作成・変更をした電磁的記録又は変更・消去できる権限が認められている電磁的記録を

保管するために使用されているものに限る‘

*2 平成24年4月 『新たな令状事務の取扱いに関する執務資料（電磁的記録の証拠収集方法の整備に伴うも

の） 」最高裁判所事務総局刑事局



当直用チェック票（捜索差押許可状請求書）
（リモートアクセスによる複写の処分）

作
成
時
ロ
ロ

受
付
時
ロ
ロ
１
２

一一

受付日付は正しいか,，

庁別は選択したか

1

2

原本勝本に

。 3時刻は記入したか。

， 4 事件番号事件符号は記入したか

・ 5 担当者は押印したか。

・6 原本謄本は照合したか。

|リ
1

1 □
ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ
ロ

３
４
５
６

捜索 許可状請求
差押

聿
冒

7口ロ7 請求日付は正しいか

平成○○年○○月○○11

8 ゴム印の押し忘れ 「地方」 I簡易」の押し間違いはないか。

名古屋○○裁判所
一一裁判官殿

③愛知県○○警察署
司法警察員○○○○○ （

卜記被疑脅に対する○○○○被疑事件につき，捜索差押許『'j状の発付を請求する。
9罪名は犯罪事実と相違はないか（特別刑法犯の場合は罰条の記載が必要）

記

8口ロ

全〕
9口□

被疑番の氏名
○○○○

昭和○○年○○月○○H生（○○歳）

1

l
ロ
ロ
ロ
ロ
０
１

1(1 身柄関係書類等があれば確認する

l 1 年齢計算に誤りはないか

（氏名がわからない場合は「不詳」 と記載される．年齢の記載は慣例）

2 差し押さえるべき物

12 記載は必須（引用された別紙はあるか､ )

3 捜索し又は検証すぺき場所，身体若しくは物

12口ロ

13口□l ｛ 記載は必須（引用された別紙はあるか ）

日を超える有効期間を必要とするときは， その期間及び事由

11 記載する事項がないときは， 斜線を引き押印又は「なし」と記載する。

（記載の必要があるときは， 別紙引用も少なくない，引用された別紙はあるか

［
』」

－） 14口ロ

刑事訴訟法218条第2項の規定による差押えをする必要があるときは， 差し押さえる

べき電子計算機に電気通信{口l線で接続している記録媒体であって， その電磁的記録を複写
すべきものの範囲
15記載は必須（引用された別紙はあるか ）

5

15口□

日出前又は日没後に11:う必要があるときは， その旨及び事由
16 記載する事項がないときは斜線を引き押印又は「なし」と記載する。

（記載の必要があるときは別紙引用も少なくない。引用された別紙はあるか

6

16口ロ

7 犯罪事実の要旨

17□｜■17 記載は必須（引用された別紙はあるか。 ）

（引用別紙で更に別紙を引用している場合も少なくない。 ）



当直用チェック票（差押許可状講求裳） 作
成
時
ロ
ロ

受
付
時
ロ
ロ
１
２

(リモーート､アクセスによる嶺写の処分）

受付日付は正しいかゞ

庁別は選択したか。

1

2

原本，謄本に

・ 3時刻は記入したか。

・ 4 事件番号事件符号は記入したか

’ 5担当者は押印したか。

・6原本， 謄本は照合したか。

ID ロ
ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ
ロ

３
４
５
６

棲＝索

差押 許可状請
考
言求

7口□7 請求日付は正しいか．
、ド成○○年○○月○○1 1

8 ゴム印の押し忘れ‘ 「地方j 「簡易」の押し間違いはないか．

名古屋○○裁判所
一一一~裁判官殿

ゞ撫瀦．二コ③
卜記披疑脅に対する○○○○被疑事件につき，焦押許側l状の発lolを請求する。

9罪名は犯罪事実と梢違はないかく特別刑法犯の場合は罰条の記載が必要） ．

記

8口ロ

《"､
9口ロ

破疑肴の氏名
○○○○

昭和○○年○○月○○H生（○○歳）

I

’
10口p

1 1pp

I(I 身柄閥係書類等があれば確認する

i l 年齢計算に誤りはないか。

（氏名がわからない場合は「不詳」 と記載される．年齢の記載は慣例〉

2 差し押さえるべき物

i2 記載は必須（引用された別紙はあるか。 ）

3 捜索し又は検証すべき場所，身体若しくは物

12口ロ

i '1 記載する事項がないので斜線を引き押印又は「なし』と記載する 13口ロ

4 7Hを超える有効期間を必要とするときは， その期間及び事由

ll 記載する事項がないときは斜線を引き押印又は{なし」と記載する、

（記載の必要があるときは， 別紙引用も少なくない．引用された別紙はあるか

Cノ 14口□
ノ

5刑事訴訟法219条第2項の規定による差押えをする必要がある

べき電子･計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって，
すべきもの”範囲
15記載は必須（引用された別紙はあるか。 ）

ときは， 差し押さえる

その電磁的記録を複写

15口ロ

H州前又は日没後に行う必要があるときは， その旨及び事由
16記載する事項がないときは斜線を引き押印又は「なし』と記載する。

（記載の必要があるときは別紙引用も少なくない，引用された別紙はあるか

6

16口ロ

7 犯罪事実の要旨

I7 記載は必須（引用された別紙はあるか。 ）

（引悶別紙で更に別紙を引用している場合も少なくない． ）
17口ロ



当直用チェック票（捜索差押許可状）
（リモートアクセスによる複写の処分）

交
付
時

作
成
時

'5引用された別紙各葉との裁判官契印はあるか。 、 （

」
捜索差押許可状

斉酉弓雨日韓勺P r F■ ■ 辛 」P月一ｪ樫ヮ血背刀争芋幽■一睡FFF内 甲 ■ ､? JJuT Tｫr 時毎口

1口□1 表記文字は正しいか

○○○○被疑者の氏橘

被疑肯に対する
○○○○

2 罪名は正しいか（特別刑法犯の場合は罰条の記載が必要 2口□

披疑事件
について， 卜記しﾉ)とおﾚﾉ捜索及び贈押えをする二とを許nIする

《〕
3口ロ膳し押さえるべき物 3 記載は必須｛引用された別紙はあるか

（引用した別紙の付け忘れ取り違えに注意）

4口ロ捜索すべき場）ﾘ「 ，
身体 又 ば物

4 記鞍は必須（引用された別紙はあるか ｝ 。

（引用した別紙の付け忘れ取り違え|－注意）

差し押さえる,くき電f計算
機に電気通信回線で接続し

ている記録媒体であって，

そり)電磁的記録を複写すべ
きものの範囲

5 記載は必須（引用された別紙はあるか。 ） 合

（引用した別紙の付け忘れ取り違えに注意）

また捜索及び電子計算機の差押えのみを許可した場合

かれているか。

5ロロ
斜線が引

平成○○年○○月○○日 主で 6 期間計算は正しい力有 効 期 間 6口ロ

《ノ 後は， こび)令状に上り捜索又は差押えに肴手することができない こび）
を当裁判所に返還しなければならない‘

鯨醗,』噌評はff娑窒筍，:<"､たときは，直ちにこれを遡i識

有効期間経過

場合には， これ

有効期間内で

判所に返還しな ロ
ロ
ロ

７
８
０

ロ
ロ
ロ7 今日の日付は正しいか．

平成○○年○○月○○日
8庁名印は正しいか

（庁名） 名古屋○○裁

l(｝ 庁印は正しいか

9口□

11 □○○裁判官 ○○

12口□9裁判官の記名印は正しいか l l 裁判官の押印はあるか

愛知県○○警察署

司法警察員○○

請求書からの転記は正しいか『

○○○

套寓、 … …__…_一一一_‐

12

○
請求者-の官公職氏名

ぎあ苓沃~巌藺~壱宅鼠蒋矛ろ~ﾐｰ邸壱菩可卿
13夜間執行の請求はあるか 13ロロ

14 □'4裁判官の押印はあるか

_h全

I所



当直用チェック票（差押許可状）
（リモートアクセスによる複写の処分）

交
付
時

作
成
時

14引用された別紙各葉との裁判官契印はあるか 1 1

差押許可状

1口□1 表記文字は正しいか

○○○○被疑音の氏名

被疑觜に対する
○○○○

2 罪名は正しいか（特別刑法犯の場合は罰条の記載が必要） 2□｜■

披疑割"I

に〆ﾉいて， 卜紀のとおしj嬢押えを-ｹ-ることを許可する

《自、

3口□雄し押えるべき物 3 記載は必須引用された別紙はあるか

（引用した別紙の付け忘れ取り違えに注意）

差し押さえるべき竈f-計算

機に電気通信1口j線で接続し
ている記録媒体であって．

その電磁的記録を複'ケすべ
きものの範囲

4口□4 記触は必須（引用された別紙はあるか ）

（引用した別紙の付け忘れ取り違えに注意）

また電子計算磯の差押えのみを許可した場合斜線が引かれてい

るか

有 効 期 間 平成○○年○○月○○日 まで 5 期間計算は正しいか 5口ロ

有効期間経過後は， この令状により差押えに着下することができない この場合に
は， これを当裁判所に返還しなければならない，

恂効期間内であっても， 策押えの必要がなくなったときは， 直ちにこれを当裁判所
に返還しなければならない‐

“

6 今日の日付は正しい力沁

平成○○年○○月○○日

旬7庁名印は正しいか

（庁名） 名古屋○○裁斗

皿 一一○○裁判官

印
C）

ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ

《
ｈ
〉
ｎ
Ｖ
句
ｊ
，

１

8口□

1 I D8 裁判官の記名印は正しいか｡ 1 1 裁判官の押印はあるか

愛知県○○警察署

司法警察員○○

9口□9請求書からの転記は正しいか

○○/含報
請求者の官公職氏名 ’

ﾐの苓開ま稜藺惹も執暮"ずぎぎごぷぎ雪~照ヲ

夜鶴執行の請求はあるか

裁判官の押印はあるか

12口□

13 □

伽
』


